
賃借人　魚沼市長（以下「発注者」という。）と賃貸人　　　　　　　　　　　　　（以下「受注 （契約の解除又は変更）

者」という。）とは、次の条項により自動車の賃貸借契約を締結する。 第８条　本件は、魚沼市長期継続契約とする契約を定める条例本則第５号に規定する長期継続契約

であるため、契約締結日の属する年度の翌年度以降において本契約に係る歳出予算の減額又

は削除があった場合、契約を変更又は解除することができる。

　２　　発注者又は受注者は、相手方が本契約に違反した場合、催告なく通知により本契約を解除

（賃貸借物件） することができるものとする。

第１条　受注者は、次の物件（以下「賃貸借物件」という。）を賃貸し、発注者はこれを賃借する。

（事故等の措置）

第９条　発注者が、賃貸借期間中に人身及び物損事故を起こした場合、発注者が賃貸借物件及び損

害賠償に全責任を負い、その措置にあたる。ただし、受注者は賃貸借物件の所有者として、

発注者にできる限りの協力をする。

（物件の返還）

第10条　発注者は、賃貸借物件を現状のまま返還することができ、撤去については受注者の責任・

費用負担により行う。ただし、返還された自動車に通常の使用による損耗以上の損傷があり、

（用途） 発注者受注者協議のうえ修繕が必要と判断された場合は、発注者の責任によって車両の修繕

第２条　発注者は、第１条に掲げる賃貸借物件を市役所業務用公用車両として使用するものとする。 を行う。

（信義則）

（賃貸借期間） 第11条　発注者受注者両者は、信義を重んじ誠実にこの契約を履行しなければならない。

第３条　賃貸借の期間は、令和８年１１月１日から令和１３年１０月３１日までとする。

（疑義等の決定）

（賃貸借料） 第12条　この契約に定めのない事項について疑義が生じた場合は、発注者受注者協議のうえ定める

第４条　賃貸借物件の賃貸借料は、月額　　　　円（うち消費税及び地方消費税額　　円）とする。 ものとする。

ただし、賃貸借期間中に１月未満の端数を生じたときは、日割り計算とする。

　２　　賃貸借料は、賃貸借物件に対する公租公課の変動及びその他の経済情勢の変動等やむを得

ない事情があると認められるときは、発注者受注者協議のうえこれを変更することができる。 　この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、発注者受注者両者記名押印のうえ各自それぞ

　３　　第１項の賃貸借料の支払いは月払いとし、発注者は受注者から適法な請求書を受理した日 れ１通を保有する。

から３０日以内に支払うものとする。

年 月 日

（賃貸借料に含まれる費用等）

第５条　賃貸借料には、別紙仕様書に記載の費用等を含むものとする。 住　所 新潟県魚沼市小出島910番地

氏　名 　魚 沼 市 長　　内　田　幹　夫

（点検整備）

第６条　受注者は、貸付前に受注者の責任において賃貸借物件の点検を行い、良好な状態で引き渡

すものとする。

住　所

（賃貸借物件に関わる経費） 氏　名

第７条　賃貸借物件の運行における必要な経費（任意保険及び燃料代）については発注者の負担とする。

記

契約番号及び件名 令8長単管借第4号　本庁舎用公用車（軽バン）R8リース契約

台 数 １台

車 名

車 体 色

自 動 車 登 録 番 号

車 体 番 号

装 備 品 等 別紙仕様書のとおり

令和

発 注 者

受 注 者

賃　貸　借　契　約　書（案）


